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人数割使用料金基本料金

新使用料現行

令和７年５月請求分から

下水道・農業集落排水施設の使用料を改定
問 上下水道課　☎32-1674

　下水道事業は多額の赤字を抱える厳しい経
営状況にあり、不足分を一般会計（税金）から
補填している状況が続いています。
　将来にわたり安定したサービスを提供する
ため、令和６年第３回市議会定例会で、下水
道・農業集落排水施設使用料の引き上げが可
決されました。
　※水道料金は改定しません。
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受益者負担の原則
（＝下水道経営の原則）

　下水道事業は他の公共サービスとは異なり、独
立採算制をとっています。これは、地方公営企業
法で定められている「経営に必要な費用を経営に

よって得られる収入で賄わなければならない」と

いう受益者負担の原則に基づくものです。そのた
め、汚水の処理や施設整備などの費用は、下水道

の使用者からの下水道使用料で賄っています。

使用料改定のポイント

●　現行から「基本料金」、「超過使用料金」および「使用人数に応じた料金」をそれぞれ一律　　   引き上
　げます。※改定前後の下水道使用料の金額は下表のとおりです。

●　公共下水道は平成22年、農業集落排水施設は平成20年以来の使用料改定です。※消費税増税を除く。

●　令和７年５月の請求分（公共下水道は４月使用分、農業集落排水施設は５月の使用人数確定分）から
　新しい使用料を適用します。

20％

公共下水道

農業集落排水施設

実際に負担する金額

松橋不知火処理区

小川処理区

（公共下水道）
（特定環境保全公共下水道）

（流域関連公共下水道）

浦地区  （三角町）

大見地区  （不知火町）

豊福南部地区  （松橋町）

安見・東部・西部地区  （豊野町）

（特定環境保全公共下水道）

【公共下水道】

区分 汚水排水量 現行 新使用料 値上げ額

基本料金 ～8㎥ 1,250円 1,500円 250円

超過使用料金
（1㎥当たり）

9～20㎥ 158円 190円 32円

21～30㎥ 169円 203円 34円

31～50㎥ 179円 215円 36円

51㎥～ 190円 228円 38円

区分（主なもの） 現行 新使用料 値上げ額

一般家庭
基本料金 1,677円 2,012円 335円

世帯員1人につき 630円 756円 126円

店舗など
基本料金 3,144円 3,773円 629円

従業員1人につき 525円 630円 105円

事業所など
基本料金 1,677円 2,012円 335円

従業員1人につき 525円 630円 105円

使用料改定表（1カ月当たり／税込）

使用料改定表（1カ月当たり／税込）

※使用水量で計算

※使用人数で計算

・1カ月に20㎥使用した場合

　1カ月当たり　　　　円の増額

・3人世帯の場合

　1カ月当たり　　　　円の増額

640

720

公共下水道 農業集落排水施設

超過使用料金基本料金

新使用料現行

1,896円

1,250円

2,280円

1,500円

1,890円

1,677円

2,268円

2,012円

3,140円
3,780円

3,560円

4,280円

詳しくは
市ホームページ

処理場

使用者

市

施設整備
維持管理

下水道使用料
汚水処理
サービス

受益者負担

の原則
モデルケース（標準的な家庭）

3,140円

＋640円＋640円

農業集落排水施設

3,560円

＋720円＋720円

※使用料は基本料金と超過（人数割）使用料金を合計後、10円未満切り捨て

【農業集落排水施設】


